
１．指導監査実施法人数　５法人

２．法人別指導監査結果

※検査実施順

令和６年度社会福祉法人指導監査結果

法人名 社会福祉法人　ダビデ会

指導検査実施年月日 令和6年9月12日

文書による指摘の有無 　無

文書による指摘の内容 　－

改善状況報告書提出の有無 　－

是正状況 　－

法人名 社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

指導検査実施年月日 令和6年10月10日

文書による指摘の有無 　有

文書による指摘の内容

(1)欠席が継続している評議員及び理事がいるので是正すること。
(2)評議員会及び理事会の１週間前までに評議員及び理事、監事に招集通知を発
していないので是正すること。
(3)理事長が、理事会において毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上職務執
行に関する報告をしていないので是正すること。

改善状況報告書提出の有無 有（令和6年11月22日）

是正状況 改善済み

法人名 社会福祉法人　みきの家

指導検査実施年月日 令和6年11月6日

文書による指摘の有無 　有

文書による指摘の内容
(1)評議員会の日時及び場所等が理事会の決議により定められていないので、是
正すること。

改善状況報告書提出の有無 有（令和6年12月9日）

是正状況 改善済み

法人名 社会福祉法人　ゆいのもり福祉協会

指導検査実施年月日 令和7年1月17日

文書による指摘の有無 　有

文書による指摘の内容
(1)監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得てい
ないので是正すること。

改善状況報告書提出の有無 有（令和7年3月7日）

是正状況 改善済み



法人名 社会福祉法人　多磨育成会

指導検査実施年月日 令和7年2月13日

是正状況 改善済み

文書による指摘の有無 　有

文書による指摘の内容

(1)評議員について、就任承諾書等で就任の意思表示があったことの確認が不十
分なので是正すること。
(2)評議員の選任手続において、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと等に
ついて、法人において確認がされているが不十分なので是正すること。
(3)監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得てい
ないので是正すること。

改善状況報告書提出の有無 有（令和7年3月31日）


